九州歯科大学における「外国人登録原票記載事項証明書」

提出問題に関する見解

九州歯科大学は、従来、入学試験出願書類として「外国人登録原票記載事項証明書」（以下「証明書」という）の提出を求めていましたが、平成１８年２月入学志願者の保護者から、これは民族差別であり人権侵害ではないかとの指摘を受け、学内で検討した結果「証明書」の提出を求めないよう取扱いを改めました。
受験生の保護者から指摘を受けるまで「証明書」を求めてきたことは、いかなる理由であれ、学内における人権意識の低さ、なかでも外国人の存在についての認識不足に端を発した問題であり、外国人受験者をはじめ受験を検討した外国人の方々や関係者の皆様に対する人権への配慮を欠いた行為であったと認識し、深く反省しております。

本学では、このようなことを二度と繰り返さないため、学内の調査委員会で調査しましたが、提出を求めた理由等を明らかにできず、さらに学外の学識経験者による調査委員会を設置し、原因や時代背景と今後の人権啓発活動に関する提言を求めたところ、提言（平成２０年１０月）では「将来に向けての人権啓発を一刻も早く検討・実施することが重要である。」との指摘を受けました。
この提言を受け、本学では「人権問題の発生防止と被害救済」を目的として設置した人権委員会において提言の具体化を検討し、人権啓発等を総合的、計画的に進めるため「九州歯科大学における人権に関する取組み実施計画（以下「実施計画」という）を取りまとめました。
今後は、豊かな人間性と高度な専門性を持った歯科医師を育成する大学として、「実施計画」に基づき、誠心誠意、外国人問題はもとより人権意識を高めていく取り組みを積極的に進め、一人ひとりが人間としてお互いを尊重することができる社会の実現を目指してまいります。
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